
・当社製品はすべて、輸出令別表第1の16項（キャッチオール規制）に該当します。輸出する際は、お客さまにおいて
　仕向国および用途･需要者をご確認いただき、客観要件に該当する場合は、輸出許可の取得等の適切な手続きをお願いします。

　・判定結果は、当社標準品（カタログ掲載品）を対象としています。
・型番の「*」印は、任意の桁数の任意の文字・記号を示しています。
・当社では、判定結果を、以下の3つに区分しています。

　該  当： 
　
　 　非該当：

　対象外：

該非判定 対象項番 該非判定 対象項番

例：CA-CIN0080X0300X020 *CIN* , *CWN* 非該当 5(18) 対象外 -等方性ﾌｪﾙｶｰﾎﾞ

貨物等省令にて規定される仕様を満たさない製品および技術。
輸出令別表第1・外為令別表の1項～15項に記載されていない製品および技術。

　（2026.2.14施行政省令等対応）

製品分類 製品名と型番の例 代表型番
輸出令別表第１ 外為令別表

備考

該非判定一覧
‐ 金型・産業用生産器材 ‐
<<CFRP製切削加工用厚板>>

輸出令別表第1・外為令別表の1項～15項に記載されており、貨物または技術を定める省令
（「貨物等省令」）にて規定される仕様を満たす製品および技術。
輸出令別表第1・外為令別表の1項～15項に記載されており、
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